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1会 社法制定の背景と特徴
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諏訪部栄亮 ただ今 、 ご紹介頂 きま した 日本経営管理 協会理事長の諏訪 部で ござい

ます。 ど うぞ よろ しくお願 い致 します。

今 日は、2005年 度 国際経営 フォー ラム とい うこ とで、 「会社 法制 の現代化一新会

社法で会社経営 はこ う変 わる一 」 とい うテーマで、お二人 の先生 に基調 講演 を して

頂 きま した。施行 が来年 の5月 とい うこ とで、その辺の準備 も含 めて実務界 でも色 々

と対応 を進 めてい る中で、非常 に意義 のあるフォー ラム となってい る と思います。。

円卓討論会 とい うことです け ども、進 め方 として は、基調講演の先生の講演 内容

につ いてです が、照屋先 生か ら979条 の全条 の内容 を非 常 によ くま とめてい ただ き

ま した。特に今回の新会社法 とい うのは、先の照屋先生のお話 もあ りま した け ども、

明治 で制定 され た ものですが、100年 を超 えて企 業 の経 営環境 も随分変 わってきて

い る状況の 中で、グローバル化 、それか らス ピー ド化、そ うい う意味で は国際競争

とい うのは企 業の盛衰 を決 め るよ うな非常に重要 な環境 となってお ります。

それ に対 して、法制上の問題 とい うのが、非 常に複雑 なものがあ ります ので、 な

かなか対応 しず らい とい うことです。その変化 が激 しい とい うことは、変化 に対 し

て対応 してい く対応力 とい うのが、企業 としては事 業を行 うに際 して重要 となって

い ます。そ うい うことで、変化 に対す る法的な対応 ができていない と、法人 として

の対応 もなかなかで きない とい うことです。言ってみれ ば、 日本 の経 済が活性化 し

てい くとい うのが、今 回の新会社法が生 まれた背景の1つ ではないか と思います。

とくにアメ リカの場合 です と、 はや りシ リコンバ レーである とか、ベ ンチ ャー と

い うよ うな企業 と経済で、色 々 と新 しいニー ズに対 して色 んな企業が事業 を起 こす
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とい うことによって、新 しい ビジネ スが どん どん生 まれて きた とい うことです。 そ

うい う時代 に合 致す るよ うに必要 な体制 を法律的にも作 らな けれ ばならない、 とい

う趣 旨がかな り含 まれ ているのではない か と思います。

今 回の会社法の制 定は、照屋先生 のお話で明 らかなよ うに、形式面では特 にカタ

カナか ら平仮名 へ用語 の現代化 が行 われ た ことが特徴的ですが、実質面 では、従来

の我 が国の企業法制 を規 定 して きた商法 とか、有限会社 法が、今 回大幅 に改正 され

る と同時に、現代的社会経済の変化 に対応 した重要な事項 の制定があったわけです。

この よ うな意味で、 旧商法等の改正 とい う位 置づけに止ま らず 、新 しい会社法 とし

て制 定 され た と理解 され るべ きだ と思い ます。 これ は我 々が新会社法を理解 す る場

合の1つ の重要なポイ ン トだ ろ うと思います。

それ か ら機 関設計 とい うことで色 々 ござい ますが、特 にポイ ン トとしては事業を

起 こ しやす くなった とい うことでス。先 ほ どもご説 明あ りま したけ ども、資本金 が

1円で も一応企 業がで きる とい うこ とで、非常 に企業 として も動 きやす くな りま し

た。 それ か ら、 「これ な ら大丈夫だ ろ う」 とい う意味で は、会計参与の設置 が任意

とはい え制度化 され た とい うこ とで、 よ り信用 を高めるよ うな ことが規定 されま し

た。 その他 にM&Aと か、資本 の調 達 とい う意 味で、社債 とい うものも発 行 しや く

な り、また、いわ ゆるエ クイテ ィー ・フ ァイナ ンスによる資金調達 も しやす くなっ

た とい うことも1っ のポイ ン トになるか と思います。

2会 社法の規定ポイン ト

諏訪 部 全体的には大企業 、中小企業 を含 めて、公開企 業であるか否か。それか ら

株 式の譲渡制限があ るかないか、 とい うよ うな切 り口でル ール がで きるとい うこと

に徹底 され てい るよ うに感 じます。それ か ら、斉藤先生か らは、非常にわか り易 い

テ キス トを使 って、有 限会社 とい うメ リッ トは何 か とい うこ とを明 らかに され ま し

た。決算 の報告の義務 がない とか、取締 役の任期が定款 に規 定す ることで最 大10年

に伸 張す るこ とがで きる とか、株式譲渡制限会社 にな ることで会計監査が必 要でな

くな るな ど、今 回の大 きな改正点だ ろ うと思います。

その他 に取締役 については、中小企業は どうな るのか。取締役は1名 でよい とか、

それ か ら取締役 の人員 の問題や任期変更 の問題 とか、新 しく規定 された ものには会

社経 営 に とって極 めて重要な ものが含 まれ ています。 とくに取締役 の任期 が2年 、

監査役 が4年 、 とい うことです が、 これ を伸張す る ことがで きるよ うになった もの
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の、 この制度 を どのよ うに実際 の経営の 中で活用 してい くか とい うことも意思決定

上の課題 にな ります

それか ら先 ほ どあ りま した1円 企業 ですが、1円 で も企業 はでき るわけですが、本

当の意味では企業 は運営できない、動かせ ない とい うこ とも留意 しなけれ ばな らな

い ところです。会社 を起す ときに会社 の 目的 と社名 について も、かな り融通が利 く

よ うにな りま した。 もちろん してはな らない こともあ ります が、それ を しっか り理

解 して活用す る ことが新会社法 の重要な ところだろ うと思います。

決算書類 の公 開についてです が、 これにつ いて も大幅 に緩和 され ています。 その

制度上 のメ リッ トを十分活用す るこ とが求 め られ ます。特 に会計参与 とい うこ とに

ついては、再 当選 のお話でかな り詳 しい ご説 明があ りま したが、役員対応 とい うこ

ととか、信用性 を高めるために1つ の大 きなポイ ン トである と言 えます。

次 に、会社 の形態 としては、有限会社 が これ か ら設立で きな くなる とい うこ とに

な りますが、そ の他 に持分会社、すなわ ち合名会社、合資会社 、お よび合 同会社 と

い うよ うな もの とか、それ が無限責任社員 か ら有限責任社員 になる こともで きる と

い うことです。株 式の相続 の問題 に関連 して税務上の問題 を指摘 していただ きま し

た。

以上 のよ うに、お二人の基調講演では新会社法 とい うものが どの よ うな特徴 をも

ち、それ らが企業経営 に どの よ うな影響 を及 ぼす かについて、大変貴重 なお話 を頂

いた と思い ます。 来年 の5月 とい うXデ ィにつ いて は、まだ色 々 と法 的 な完備 が さ

れていない とい う問題が あ りま して、 これ か ら各種 の準備 を しなけれ ばな らないの

です が、 とくに有限会社 は数 が非常 に多い よ うです ので、それ を ど うの よ うに して

新 しい会社法の下で運営す るのか とい うものは、 これ か らの準備期 間で新会社法の

ルール に従 って適切 に対応 していかなけれ ばな りませ ん。

会社 法を、上手 に活用 して ご 自分 の企業 を起 こす とか、ご 自分の企業 につい て さ

らに有利 な機 関設計 をす る とか、 とい うこ とが大切 になってまい ります。 そ こで先

ほ どの会社法の概 要 につ いてお話 を伺 いたいわ けですが 、今 回 はQ&Aで よ り深 く

色 んな問題 を掘 り下 げていきたい と思います。

まず、照屋先生や斉藤先生 に対 して、まだ言い足 りない ところが あるか と思 いま

すので、それぞれ10分 程度 で説 明の足 りなかった点の補足 をお願い したい と思 いま

す。先 に照屋先生 の方か らお願い します。
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3会 社法制現代化の動機

照屋行雄 あ りが と うございます。 限 られた時間内で、 しか も急 ぎ足で私の予定の

分 をご報告 申し上 げま して、大変聞きづ らかったか と思 います。 内容 についての補

足 は後 で議論 しなが ら深 めていきたい と思います が、2点 ほ どせ っか くの機 会です

か ら申 し上げたい と思います。

第1は 、私 が理解 す る 日本 の会社 法制の現代化 とい う動Tに ついて、結果 的には

必然性 を改めて確認 したい と思い ます。 これ は3点 ほ どある と考 えてお ります。1つ

は、我が国の社会 において、 とくに90年 代に入 って大 きな戦略的パ ラダイムの転換

が見 られ る とい うこ とがあ ります。 これは国の政策 も、企業経営や戦略 のシフ トも

含 めてですが、端的 にい うと結果平等 を形成す る とい う社会 か ら機会均等の社会へ

の大 きな変更です。

つ ま り、結果 の平等 を求めて、それ によって社 会を支持 してい くとい う時代 と社

会か ら、90年 代 にバ ブルがは じけて新 しい時代の社会構造 をつ くらなければな らな

い とい う要請 の中で 、大 きく機会均 等の社会 を ど う作 り出す か、 とい うところに我

が国はパ ラダイムシフ トしてきたよ うに思います。

その時に、 旧通産省 がそのよ うな提言 を していた こともあるが、 この社会構造 は、

批判的 に見れ ばアングロサク ソン系のア メ リカ的 な経 済社会構造 を作 るこ とだ とい

われています が、む しろ結果 の責任 については、今 までは全員の責任 として ウヤ ム

ヤ に して、 旧慣温存的 な閉鎖的社会 を形成 してきた よ うに思 います。結果 責任 の所

在 を曖昧に したまま、経済的分配 を平等 にや ってい くよ うな ことは、もはや これだ

けの規模 の経済や社会 を維持 してい くた めの ドク トリン と しては有効 に機能 しない

と思います。

そ う意味では、結果の責任 は明確 に とります、機会 は平等 に与 えます、 とい うの

は、 これ は法整備 においては様 々な ところで競争 が厳 しくなる とい うこ とを意味 し

ます。言い換 えれ ばいわゆる企業生き残 り(サ バイバル)の 時代 に入 っている とい

うこ とです。 こ うい う時代へ と大 きく変化 したのは、90年 代 の半ば くらいだ と思い

ます。 これ が会社法制 の現代化 を押 し進 めた動機 の第1と して挙 げ られ る と考 えま

す。

2つ 目に、 これ は明 らかに1996年 、 当時 の橋本総理が8つ の改革 を掲げて、その 目

標の下に我が国の構造改革の方 向を提示 したこととの関係 に見 出す こ とができます。

橋本改革 は途 中で挫 折す るわけです が、いわゆるフ リー、 フェア、グローバル化 と
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い う3つ の大 きな クライテ リア を明示 して、マー ケ ッ ト、国、企業経営 、そ の他 の

様 々な領域 において構造改革 を遂行 してい くことになるわけです。すなわ ち、フ リー、

フェア、 グロー一バル化 とい う3つ の クライテ リアに基づいて様 々な制度改革 を行 っ

てきた政策 の1つ の帰結 として 、今回の会社法 の制定が位 置づけ られ る と考 えるわ

けです。

この点 に関 して は、その重要 なきっか けとなったの は、いわゆ る金融 ビッグバ ン

といわれ る金融改革です。銀行法 の改正 とか、証券会社法の改正 とかに始 まって、

時価評価の導入 な どの様 々な会計基準の改正 と金融分野 を制度 的に大 き く改革す る

こ とが行なわれ ま した。それ に伴 って、我 が社会 にお ける意思決 定の重要 な情報 と

しての会計情報 をいかに適正 に作成 し、開示す るか とい うこ とで会計 ビッグバ ン と

呼ばれ るほ どの多 くの会計基準 が設定 されま した。企業 の財務 の真 実性 を確保 し、

有 用な意思決定情報 を投資家等 に適時 に開示 で きるよ うな、そ うい う会計基準 を共

有 す る経済社会 を作 る とい うこ とで、会計基準の現代化 とい うものが制度改革 とし

てかな り急いで行 われ ま した。

4新 会社法の論理

照屋 会社法制 の現代化 の動機 となった3点 目は、従来型 の債権者保護 を 目的 に、

旧商法の規制体系 を整備 してい く方式 か ら、現代の経 済社会 の要請 に対応 して新 し

い会社 法 とい う法制 を確 立す るこ とが強 く求 め られていた とい うことです。企業活

動 を活性化す る、国際社会 の競争 に的確 に対応 してい く、企業 が勝 ち残 ってい く、

企業 の活性化 を通 じて我 が社会 の経済 を再生 、あるい は経済発展 を確保 してい く、

とい うよ うな法整備 が求 め られ た とい うこ とです。

そのために、事業 を起 こす とか、創 業 をす るとか、起業 とか、再生 とか 、経営の

革新 とか、 この よ うな様々な こ とが機動的に、弾力 的に企業 において行 える よ うな

法制度を優先事項 として選択 をす る、 とい うこ とが この会社法制 の現代化 の動機 付

け もしくは 目的で あった と考 え られ ます。

さて、具体的な特徴 を 申し上 げます と、最低資本金制度 によって、従来 商法 の大

きな特徴 として様 々な分野で債権者保護 を担保す る機能 を期待 していたわけです が、

この最低資本金制度 は従来 の規定 を変 えることとな りま した。っ ま り、経 営者 に 自

由で弾力的な裁量 を広げ るよ うな形で規制 の緩和や撤廃 を行 う一方で、取締役や会

計参与 を含 めて 、役員の責任 を非常 に重 くす る。
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会社運営 の法的な各種 の手続 にっ いては、会社 の 自由な経営が行 われ るよ うに規

制 を緩和 した り、撤廃す るこ とと した。その一方 で、取締役の責任 をかな り厳 しく

追及す る形で、債権者 の保護 とい う目標 を実質 的に担保す る とい うや り方 です。財

産 に関す る分配 については、従来に比べ少 し後退 したよ うな感 じはあ ります け ども、

全体 的には債権者保護 のあ り方 を大 き く変 えた とい うことです。

次 に、第2の 具体 的な特徴 としては、経営の透 明性、 あるいは会計 の健全性 とい

うものを会社法 では強 く求め るとい うこ とがい えます。 経営お よび会計 の透明性 ・

健全性 を求める ことが会社 の規摸 や業績 を問わず求 め られています。 中小会社 にお

い て会計参与 とい うものを導入 したの も、動機 的 には平成16年 に改正 され た商法 で

の電子公告 、先 ほ どお話のあ りま した 日刊新聞等 に代 えて、ホームペー ジ上で企業

の会計情報 を開示す ることが導入 され ま した。

その代 わ りに会計 に関す る透明性 、会計情報 を作成す るとい う基準 を明確 にす る

とい う意 味で、 中小会社 に係 る会計基 準 とい うものが、整備 され てお ります。 中小

会社 の会計基準は これまで複数 の機 関か ら講評 され ていま したが、それ らを統一 し

た会計指針 が今年8月 に公表 され ま した。 それ に基 づ いて、定款 を変更 して会 計参

与 とい う機 関を導入 し、経営意思決定や企業会計処理 の透明性 を高 める、 とい うこ

とを求 める とい うこ とにな りま した。様々な形 で透 明性や健全性 を確保す るの も会

社法 の大 きな特徴 で ある といえる と思います。

従来 の監査役 の場合 、無機能化 してい るのが相 当あ ります。例 えば、社長の奥 さ

んな ど、家族 、親族 が監査役 を勤 めた り、あるいは名 目的であった りす るわけで、

そ う意味では実質的 に資格要件 がなかったわけです。会 計参与 とい うものは、専門

家 としての資格要件 を明確 に して、公認会計士、税理 士お よびそれ らの法人でない

と、会計の知識があ って も認 め られ ませ ん。 そ う意 味では透明性 を確保 す るた めに

様 々な制度 を整備 してい るのが今 回の会社法の特徴 だろ うと思います。

今 申し上 げたのは、会社法の現代化 にお ける動機づ け とか、背景 にある必然性 に

つ いて3点 ほ ど明 らか に した とい うこ とです。 それ か ら、それ を踏 まえて会社 法の

特徴 を2点 ほ ど補 足の形 で申 し上げま した。 あ りが と うございま した。

諏訪部 ど うもあ りが とうございま した。 だんだん具体的 になって きま した。1番

目にお話のあったパ ラダイムの転換ですが、言 ってみれ ば、皆で渡れ ば怖 くない と

い う時代 か ら、サバイバル 時代、機 会均等 の時代 とい うものは、今 回の会社法制定

の背景 とか、動機 の 中にある とい うこ とです。 それ か ら、会計 ビッグバ ン とい う ド

ラステ ィックな制度 改革を通 じて、会計基準の現代化 とい うものが必然的に必要 に

38



特集●会社経営の論理と倫理

なって きた とい うこ とだ とのお話で した。

それ か ら企業の活性化 、発 展、起業 の促進 において も活性化 していか なけれ ばな

らない、 とい う事情が出てきた とい うことです。規制の緩和 が どん どん行なわれ て、

規制緩和 されてい る一方 で、会社 の取締役 の役員 としての責任が非常 に強 く求め ら

れ るよ うになった とい うこ とです。 それ か ら経営の透 明性 について も、企 業経営 の

健全性 の確保のた めに、色 んな形 で透 明性 とい うものが求 め られ るよ うになった と

い うことです。

それ では、斉藤 先生 も同 じ形 で、補足 な どがあ りま した ら、お話 を伺 いたい と思

い ます。

5中 小企業会計指針の特徴

斉藤 誠 追加 とい うことで少 しお話 したい と思います。今 照屋先生 の方 か らお話

の あ りま した中小企業 の会計に関す る指針 とい うものは、先ほ ども申 し上 げま した

が、今 年の6月13日 に公 開草案 が公表 され 、8月1日 に確定 された ものです。 日本公

認 会計+協 会、 日本税理士連合会 、 日本商工会議所お よび企 業会計基準委員会 の4

機 関 ・団体が協力 して実現 をはかった ものです。

これ は大会社 で も使 える内容 にはなっています けれ ども、例 えば、減損会計 にっ

きま しては、減損 損失 の認識 に法人税が含 まれ てお りません。 ゴル フ会員権 を取得

原価で計上す るよ うになっています が、減 損が必要 であれ ば会社 の判 断で計上す る

ことが必要 にな ります。

このほか、税効 果会計 につ きま して、建設業な どは ど うして も利 益 を出 さなけれ ば

な らない と う事情 もあ りま して、比較的 に税効果会計 を使 われ るよ うにな りつつ あ

ります。 これ らにつ きま しても小 さな会社 は会計処理 できる とか とい うよ うな、 こ

れ らの判 断につ きま しては政令 に基づ く課税所得の計算過程で選 択す ることにな り

ます。 この辺 は大企業 と同 じですが、 このよ うな こ とも規定の 中に盛 り込 まれ てお

ります。

従来の企業会計原則 に規 定す る真 実性 の原則 ほかの7つ の原則、 も しくは重要性

の原則 を入れ て8つ の一般原則 について も、中小企業の会計指針 で重要視 され てい

る ところであ ります。今 後の中小企業会計 の処理 と報告に当たって遵 守 され なけれ

ばな らない ことに留意す る必要 があ ります。

とくに私 どもが関心を寄せ てい るのは、例 えば、減価償却 の1つ を とってみ ま し
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て も、利益 が出ない場合 には この減価償却 を調整 す るこ とが、一般 に行なわれ てき

ま した。 これ は企業会計原則か ら言 えば、継続性 の原則 の要請 に従 って正 当な理 由

がない限 り同 じ方法 を毎期継続 して適用す ることになってお ります。 しか しなが ら、

実務での中小企業経 営 にあっては、減価償却 はその効果 において現金支出の伴 わな

い多額の経費です か ら、つい利益調整 弁 としての役割 を担 っても らってい るのです。

税法 では限度額 計算 とも言います が、その範囲内であれ ば、損金算入 を認 める と

い うことで、 とくに税制上 の問題 はないわけです。 ただ、今後は このよ うな点 にっ

いて もお化粧が効 かな くなる とい うこ とです。企業 の規模 を問わず経理の透 明性 を

高めなけれ ばな らない とい うのが、今 同の新会社法 の強 く求 めるところだか らです。

こ うい う点では仕方 がない と思います。

現状 では繰越 の 申告控除が認 め られ ます。平成13年4月 以降7年 経過 してお ります

が、それ以降 のもの につ きま して は、丁度5年 た ったの です が今年で切れ しま うの

がか な りあ ります。 そ して、従来 の商法の改正 と会社法 の適用 が来年 の5月 とい う

ことです ので、中小法人 はもろに影響 を受 けることにな ります。経済的な判断 を し

ます と、経営者 に とっては繰越 の欠損金 を減 らしてまで、税法の規定に従 うか ど う

かの判断 が求 め られ ます。その辺 は私 どもの税理士事務所で も相談 に乗 ってい ます

けれ ども、経営者 に とって はついや って しま うとい う危惧 を抱 いてお ります。

6中 小会社の組織選択

斉藤 も う1つ、先 に持分会社 とは何 か、 とい うことも見て きま した。会社法上 の

新会社 制度 は、株式会社 と持分会社 の基本的には二本 立てになっている よ うに見 え

ますが、現 実的には組 織変更 を通 じて株 式会社一本化 を模 索 してい るよ うに も思 い

ます。 しか しなが ら、両者 は決 して一本化 しないで しょう。 中小会社 に とってみれ

ば、必ず しもこの株 式会社 とい う制度 が 自分 に とってぴった り適合す る制度 ではな

い可能性 があ ります。 この新会社 法で は、その理念 において考 え方 を一本化 して し

ま う、 とい う流れが出てきてお ります。

会社法全979条 とい う法文のかな りの部分が組織 変更 である とか、新株発行 の 問

題 とか、の規定が満載 です。そ う意 味では大会社 に非 常にぴ った り合 う制度改革 と

も言 えます。他方 で、持分会社の方 は、ベ ンチャー 向けの制度設計 を特徴 としてお

り、そ うい う意味では非常 に使 い勝 ってのいい法制度 で ございます。 この持分会社

の制度 は、今後ぜ ひ利用 して頂きたい と思います。
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それ か ら先 ほ どLLP(有 限責任事 業組 合)、 これ は組 合の方 です が、 こち らの制

度がすでに発足 してお ります。 これ は法人格 を持 ちませんので、いわゆるパスツルー

課税 と言いま して 、法人への課税が ないためにいわゆる二重課税 の問題 が発生 しな

い便利な制度です。従来で も建設業 な どで ヨイ ン トベ ンチ ャー とい う形 で、同 じよ

うなことをや って きたわけで、考え方 としてはそんなに新 しい ものではあ りません。

ただ、アメ リカでは ごく一般的に行 われてお ります け ども、 このLLPは パ スツルー

課税が大 きな魅 力 となっています。今後、会社法にお ける合 同会社 に どの程度 まで、

このパス ツルー課税 を認 めるか、 この辺 が注 目され るところです。 もちろん、合 同

会社 の方 に、従来 の合資会社お よび合名 会社 を結集す るわけですか ら、今後 の動 向

と して見通 しは厳 しいなが らも、そ うい う制度 が追 っかけて くる可能性 はないか。

アメ リカの制度 を見てみます と、そ うい う動 きもある よ うです。 と くに、 この合

同会社 とい う制度 につ きま しては、例 えば弁護 士法人 とか、 コンサル タ ン ト会社 な

どで採用 され る よ うになれば、社員 の無限責任 といわれ ま して、個人 の財産 を全部

持 っていかれ て、生活 もで きない とい うこ とにな ります。 もちろん、細 心の注意 を

払 っても不可抗力 とい うものはあ ります が。

とくに経営者 との微妙な言葉 の違 いですが、例 えば、東北や九州 の方 でそれ ぞれ

の方言 を話 した り、また、最近 は外 国の方 も非常に多 いですので、言葉 のニ ュア ン

スの違 いだけで も、会計の処理 に微妙 な違いが出て きます。 この よ うな ことまで責

任 を問われ るとい うことまで考 えなけれ ばな らないのです。そ う意味では21世 紀型

の、最新 の会社 法の体系 がで きつつ あった とい うこ とが言 える と思います。 まだ、

これか ら各種の省令 が出てきますので、規定 内容 を見てみない と正確 には言 えませ

んが、中小企業 にあって も以上で述 べた よ うな特徴 を持つ新会社法 を、今後十分 に

企業経営の上で使 い こな していただ きたい と思い ます。

諏訪部 あ りが と うございま した。 斉藤先 生か ら、追加 的な ご説 明あった こ とは、

や は り新 しい経営環境が出現 した21世 紀の 中で、中小企業、大企業 を含 めてその方

向 とい うのは、その理念 においては同 じ方向に流れ てい くとい うことがある と思い

ます。 中小企業 の会計指針 に もその ことは、基本 的な流れ として受 け止 める ことが

で きます。減損会計や税効果会 計 とか、減価償却 の利益調節 弁 としての経理実務 の

問題 について も論 点 を明 らか に していただ きま した。

それか ら、 とくに持分会社 についての メ リッ トを説明 して くだ さいま した。LLP、

本来は事業組合 ですが、 こち らの メ リッ トについて も税制面 か ら指摘 を され ま した

ので、その活用 についての方 向性 が明 らかになった よ うに思い ます。 とくに知 的 ・

41



国際経営 フォーラムNo.17

専門的領域 でのLLPの 普及 が期待 され ます。多 くの点 で類似す る会社法の合 同会社

と並んで、LLPの こ ともで きるだけ活用 して、十分 な対応 を行 な うこと必要 であ る

との こ提言であった と思います。
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